
議決結果 表決結果ほか

　

家
庭
が
負
担
し
て
い
る
教
育
費
は
、
教
材
費
や
給
食
費
、

制
服
、
体
操
着
、
学
用
品
に
係
る
費
用
や
修
学
旅
行
積
立

金
な
ど
多
額
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
平
成
30
年
度
学
校
給

食
実
施
状
況
等
調
査
に
よ
る
と
、
全
国
平
均
で
小
学
校
が

年
間
約
４
８
，
０
０
０
円
、
中
学
校
で
約
５
４
，
０
０
０
円

と
、
給
食
費
は
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
。

　

学
校
給
食
法
第
２
条
に
定
め
る
学
校
給
食
の
目
標
の
達

成
に
向
け
、
学
校
で
は
給
食
を
通
じ
た
食
育
が
行
わ
れ
て

き
た
。
そ
の
意
義
は
大
き
く
、
教
科
学
習
と
と
も
に
学
校

教
育
の
大
き
な
柱
と
な
っ
て
い
る
。

　

義
務
教
育
は
、
こ
れ
を
無
償
と
す
る
と
定
め
た
日
本
国

憲
法
第
26
条
第
２
項
や
教
育
基
本
法
第
５
条
第
４
項
に
よ

り
、
授
業
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
当
初

は
自
己
負
担
が
求
め
ら
れ
て
い
た
教
科
書
に
つ
い
て
も
、

教
科
書
無
償
措
置
法
等
に
よ
り
無
償
化
さ
れ
た
。

　

学
校
給
食
は
、
児
童
及
び
生
徒
の
心
身
の
健
全
な
発
達

に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
児
童
及
び
生
徒
の
食
に
関

す
る
正
し
い
理
解
と
健
全
な
食
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き

る
判
断
力
を
養
う
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
義
務
教
育
段
階
に
お
い
て
は
、
教
科

書
と
同
様
に
無
償
化
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　

コ
ロ
ナ
禍
や
こ
こ
最
近
の
物
価
高
騰
の
中
で
、
市
民
の

生
活
は
ま
す
ま
す
苦
し
く
な
っ
て
お
り
、
本
市
に
お
い
て

は
、国
の
補
助
金
を
活
用
し
、保
護
者
負
担
の
軽
減
を
図
っ

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
学
校
教
育
の
一
環
と
し
て
の

給
食
の
充
実
と
保
護
者
負
担
の
軽
減
を
実
現
す
る
た
め
に

は
、
国
の
関
与
が
必
要
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
五
條
市
議
会
は
、
国
会
及
び
政
府
に
対

し
、
国
の
財
政
負
担
に
よ
る
学
校
給
食
費
無
償
化
の
迅
速

な
実
施
を
求
め
る
。
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